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資料 2-1 全市及び中学校区の人口 

 

 

図表 本市の将来人口推計（平成 25（2013）年～令和 12（2030）年） 

※第 2 回懇談会資料より。 

 

資料：「八王子市基本構想・基本計画 2018 基本計画改定版」（八王子市） 

（平成 27 年国勢調査を基に推計し作成） 
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図表 中学校区別人口 

 

※学区判定が不明の人口は含まない。 

※年齢別人口割合において、0～14 歳では 12％以上、15～64 歳では 62％以上、65 歳～では 30％以上の割合

を占めるセルを黄色で示す。 

資料：「八王子市教育支援課提供資料（2019 年 8 月 1 日 現在） 

 

全体 0～14歳 15～64歳 65歳～ 0～14歳 15～64歳 65歳～
中央 第二中学校 11,717 1,054 6,614 4,049 9.0 56.4 34.6
中央 第三中学校 14,918 1,683 9,898 3,337 11.3 66.3 22.4
中央 第四中学校 12,959 1,081 7,927 3,951 8.3 61.2 30.5
中央 第五中学校 23,519 2,303 15,858 5,358 9.8 67.4 22.8
中央 第六中学校 20,010 1,782 12,977 5,251 8.9 64.9 26.2
中央 第七中学校 21,187 2,132 13,473 5,582 10.1 63.6 26.3
中央 ひよどり山中学校 13,003 1,551 8,347 3,105 11.9 64.2 23.9
中央 甲ノ原中学校 9,115 874 5,045 3,196 9.6 55.3 35.1
北部 第一中学校 21,201 2,537 13,149 5,515 12.0 62.0 26.0
北部 石川中学校 22,726 2,695 14,242 5,789 11.9 62.7 25.5
北部 加住中学校 11,019 796 7,185 3,038 7.2 65.2 27.6
西部 元八王子中学校 11,661 1,348 6,584 3,729 11.6 56.5 32.0
西部 四谷中学校 16,705 1,845 9,301 5,559 11.0 55.7 33.3
西部 横川中学校 8,705 886 5,051 2,768 10.2 58.0 31.8
西部 城山中学校 13,861 1,570 7,756 4,535 11.3 56.0 32.7
西部 恩方中学校 13,765 1,358 7,578 4,829 9.9 55.1 35.1
西部 川口中学校 17,423 1,677 9,406 6,340 9.6 54.0 36.4
西部 楢原中学校 15,817 1,913 9,181 4,723 12.1 58.0 29.9
西南部 横山中学校 17,785 1,665 10,616 5,504 9.4 59.7 30.9
西南部 長房中学校 11,060 1,166 5,734 4,160 10.5 51.8 37.6
西南部 館中学校 9,856 872 5,663 3,321 8.8 57.5 33.7
西南部 椚田中学校 23,464 2,531 14,016 6,917 10.8 59.7 29.5
西南部 浅川中学校 12,061 1,217 6,691 4,153 10.1 55.5 34.4
西南部 陵南中学校 16,612 2,002 10,434 4,176 12.1 62.8 25.1
東南部 由井中学校 18,057 2,014 11,120 4,923 11.2 61.6 27.3
東南部 打越中学校 24,203 2,359 15,183 6,661 9.7 62.7 27.5
東南部 みなみ野中学校 14,849 2,145 10,291 2,413 14.4 69.3 16.3
東南部 七国中学校 10,495 2,401 7,110 984 22.9 67.7 9.4
東部 由木中学校 30,852 4,065 20,112 6,675 13.2 65.2 21.6
東部 松が谷中学校 9,100 862 4,927 3,311 9.5 54.1 36.4
東部 中山中学校 13,606 1,165 6,816 5,625 8.6 50.1 41.3
東部 南大沢中学校 11,763 1,032 6,953 3,778 8.8 59.1 32.1
東部 宮上中学校 11,155 1,261 7,554 2,340 11.3 67.7 21.0
東部 別所中学校 15,083 1,832 10,168 3,083 12.1 67.4 20.4
東部 上柚木中学校 9,701 1,196 6,499 2,006 12.3 67.0 20.7
東部 松木中学校 13,159 1,727 9,280 2,152 13.1 70.5 16.4
東部 鑓水中学校 8,793 1,526 6,069 1,198 17.4 69.0 13.6

市域 合計 560,965 62,123 344,808 154,034 11.1 61.5 27.5

年齢別人口割合（％）人口（人）
中学校6圏域
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資料 2-2 町会・自治会加入世帯の推移、その他地域活動団体数の推移 

 

 

図表 町会・自治会加入世帯の推移 

  H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

世帯数 255,284 257,001 258,912 261,685 264,618 267,263 

加入世帯数 156,633 156,264 155,709 154,323 154,059 153,014 

加入率（％） 61.36 60.80 60.14 58.97 58.22 57.25 

※地域のコミュニティの形成に取り組む管理組合も含む。 

※世帯数は、住民基本台帳世帯数。 

資料：「八王子市提供資料」 

 

 

図表 NPO 法人数の推移 

（団体） 

 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

NPO 法人 274 279 289 285 277 275 

※各年度末時点。 

資料：「八王子市提供資料」 

 

 

図表 社会福祉協議会に登録しているボランティア団体数の推移 

（団体） 

  H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

個人登録 436 446 471 473 443 455 

団体登録 202 213 234 255 266 293 

合 計 638 659 705 728 709 748 

※各年度末時点。 

資料：「八王子市提供資料」 
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資料 2-3 主な地域活動団体一覧 

 

図表 主な地域活動団体一覧 

名称 活動概要 

町会・自治会・管理組合 地域コミュニティの醸成や、地域の実情に応じた課題解決に

向けて様々な活動を実施している。 

・団体数：568 団体 ・加入世帯数：約 15 万世帯 

学校運営協議会 保護者や地域住民などが一定の権限と責任を持って学校運営

に参画することで、子どもたちの豊かな成長を支え「地域と

つながる学校づくり」を推進している。 

・全ての小、中学校に設置。 

民生委員児童委員協議会 子育てや介護、経済的な悩み等、社会福祉に関する問題につ

いての様々な相談に応じ、関係機関へ橋渡しを行う。 

・活動地区：20 地区 ・委員定数：452 人 

青少年対策地区委員会 市の青少年健全育成基本方針を踏まえ、地域のクリーン活動

やあいさつ運動などを行っている。 

・活動地区：37 地区（中学校区） ・委員数：約 2,600 人 

住民協議会 市民センターを中心にコミュニティ活動を推進し、地域住民

の文化と福祉の向上を図り、健康で住みよいまちづくりに寄

与している。 

・団体数：17 団体  

自主防災組織 平常時は防災訓練等を各組織で行うほか、市主催の研修へ参

加しており、災害時には地域の防災活動を担っている。 

主に町会・自治会単位で結成しているほか、マンションの管

理組合などの団体が自主的に防災組織を結成しているものも

ある。 

・団体数：447 団体 ・加入世帯数：約 14 万世帯 

資料：「八王子市提供資料」 
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資料 2-4 主な生活圏域施設一覧 

 

 

図表 主な生活圏域施設一覧 

名 称 概 要 

小学校 小学校 70 校（高尾山学園少学部含む） 

中学校 中学校 38 校（高尾山学園中学部含む） 

保育園 保育園 17 施設 

児童館 児童館 12 施設（内、分館が２施設） 

学童保育所 学童保育所 88 施設 

高齢者あんしん相談センター 高齢者あんしん相談センター17 施設 

その他、高齢者福祉施設 長房ふれあい館、シルバーふらっと相談室館ヶ丘 等 

資料：「八王子市提供資料」 
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資料 2-5 市政への要望（重点施策要望） 

 

 

 「第 50 回（平成 30 年）市政世論調査」では、市政への要望（重点施策要望）として、

特に力を入れてほしいと思う施策を聞いている（3 つまで順位付け）。 

 これについて、市民の生活スタイルの違いによる課題の傾向を把握するため、年代・

世帯構成・居住形態・居住年数・ライフステージ・居住地域別の結果を図表に示す。 

 なお、回答割合のうち、高い割合上位 3 位までを黄色セルで示し、うち 1 位を赤字で

示す。また、4 位以降で割合が 20％以上のものはオレンジ色セルで示す。 

 

 【結果概要】 

 市政全般において、特に力を入れてほしいと思う施策を、３つまで順位をつけて聞いた

ところ、1 位～3 位の合計比率では、「高齢者福祉（介護サービス、地域包括ケアシステ

ムの構築等）」（36.4％）が 4 割近くと最も多くなっている。以下、「保健・医療」（21.9％）、

「防災・減災対策」（21.6％）、「子ども・子育て支援」（19.7％）等となっている。 

 年代別に見ると、18～49 歳では、「子供・子育て支援」が最も高い割合を示しており、そ

の他、「防犯対策」、「交通機関・駐車場の整備」、「学校教育」等の要望も高い割合を示し

ている。 

 世帯構成別に見ると、全般的に市全体と近い傾向があるとみられるが、ひとり暮らしで

は、「暮らしの相談・支援」の割合が高い。 

 居住形態別に見ると、全般的に市全体と近い傾向があるとみられるが、民間の賃貸アパ

ート・マンションでは、「子ども・子育て支援」の割合が高く、公営賃貸住宅では、「暮

らしの相談・支援」の割合が高い。 

 居住年数別に見ると、10 年未満において「子ども・子育て支援」の割合が最も高く、「防

犯対策」、「交通機関・駐車場の整備」、「公園や遊び場の整備」等の要望もある。10～15

年未満では、「子ども・子育て支援」とともに「学校教育」の割合も高い。15 年以上では、

「環境の保全」に対する要望も高くなっている。 

 ライフステージ別に見ると、独身期～家族成長後期まで、「子ども・子育て支援」の割合

が最も高く、このうち家族形成期～家族成長後期まで、「学校教育」の割合が高い。家族

成熟期以降、「高齢者福祉」、「保健・医療」、「防災・減災対策」の割合が高く、「環境の

保全」の割合も高くなっている。 

 居住地別に見ると、全般的に市全体と近い傾向があるが、中央地域・北部地域・東南部

地域・東部地域において「子ども・子育て支援」の割合が高く、北部地域・東部地域で

は、「環境の保全」の割合が高い。 
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